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●奨学金の月額

奨学金は、毎月、本人に貸与します。
ただし、今年採用者の初回貸与は７
月末の予定です。また、貸与する奨
学金には利子は付きません。

高等学校（国立海上技術学校を含む）
１５,０００円以内

大　学（短大を含む）
３０,０００円以内

高等専門学校
３０,０００円以内

専修学校（２年以上の専門課程に限る）
３０,０００円以内

●
募
集
期
間

　
４
月
11
日
㈪
〜
５
月
31
日
㈫

●
貸
し
付
け
を
受
け
る
人
の
条
件

①
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
修
学
が

困
難
で
あ
る
こ
と

②
人
物
、
学
業
と
も
奨
学
生
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と

③
貸
付
金
の
償
還
能
力
を
有
し
、

市
内
に
居
住
す
る
保
証
人
が
存

在
す
る
こ
と

●
出
願
の
方
法
お
よ
び
留
意
点

　

申
請
に
必
要
な
書
類
は
、各
教
育

振
興
班
お
よ
び
教
育
委
員
会
教
育

総
務
課
に
備
え
て
い
ま
す
。借
入
申

請
希
望
者
は
、
在
学
証
明
書（
入
学

後
の
在
学
校
が
発
行
）お
よ
び
成
績

証
明
書（
高
校
１
年
生
は
卒
業
し
た

中
学
校
、大
学
１
年
生
は
卒
業
し
た

高
校
、大
学
２
年
生
以
上
は
在
学
大

学
の
も
の
）が
必
要
で
す
。

※

今
年
度
卒
業
予
定
者
の
成
績
証

明
書
は
、
３
月
中
の
準
備
を
お

勧
め
し
ま
す
。

　
●
奨
学
金
の
償
還
方
法

　

当
該
学
校
卒
業
後
か
ら
６
カ
月

間
据
え
置
き
後
、
月
賦
・
半
年

賦
・
年
賦
を
選
択
の
上
、
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。
償
還
期
間
は
、
高

校
の
み
の
貸
付
者
は
５
年
以
内
、

そ
の
他
の
場
合
は
８
年
以
内
、
退

学
お
よ
び
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

貸
し
付
け
を
廃
止
さ
れ
た
場
合
は

３
年
以
内
に
償
還
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
●
他
と
の
併
願

　

他
公
私
団
体
の
奨
学
金
制
度
と

の
併
願
は
で
き
ま
す
が
、
併
給
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
留
意
願
い
ま

す
。
他
公
私
団
体
と
の
重
複
決
定

の
場
合
は
、
本
人
の
意
向
を
確
認

し
ま
す
。

※

た
だ
し
、
長
崎
県
育
英
会
と
の

併
給
は
可
能
で
す
。

変
更
前
（
３
月
31
日
ま
で
）

●
償
還
払
い
方
式

　

受
診
時
に
、
い
っ
た
ん
医
療
機

関
の
窓
口
で
、
保
険
診
療
の
一
部

負
担
金
全
額
を
支
払
い
、
後
日
請

求
に
よ
っ
て
市
か
ら
助
成
を
受
け

る
方
法
。

変
更
後
（
４
月
１
日
か
ら
）

●
現
物
給
付
方
式

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
の
負
担
が

福
祉
医
療
費
の
自
己
負
担
額
ま
で

と
な
り
、
受
診
時
の
負
担
が
少
な

く
な
る
ほ
か
、
面
倒
な
手
続
き
が
、

必
要
な
く
な
り
ま
す
。　　

▼
現
物
給
付
で
受
診
す
る
方
法

　

受
診
の
際
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
、
公
費
負
担
者
番
号
が
記
載
さ

れ
た
「
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※

現
物
給
付
で
受
診
で
き
る
の
は
、

長
崎
県
と
協
定
を
結
ん
だ
県
内

の
保
険
医
療
機
関
な
ど
で
す
。

　
　

な
お
、
現
物
給
付
で
の
受
診

が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
市
へ
申
請
し
、
助
成

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

福
祉
医
療
費
の
自
己
負
担
額

●
医
科
、
歯
科
／
医
療
機
関
ご

　

と
に
診
療
１
日
に
つ
き
８
０

　

０
円
、
月
額
上
限
１
，
６
０

　

０
円
ま
で

●
保
険
調
剤
／
自
己
負
担
額
は

　

あ
り
ま
せ
ん

▼
新
し
い
受
給
者
証
を
提
示
し
て

　
く
だ
さ
い
。

　

公
費
負
担
者
番
号
が
記
載
さ
れ

た
新
し
い
受
給
者
証
を
、
３
月
末

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
医
療
機
関

の
窓
口
で
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
現
在
、
ひ
と
り
親
家
庭

等
福
祉
医
療
費
の
受
給
資
格
の
あ

る
人
で
、
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼

児
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
４
月

１
日
か
ら
、
乳
幼
児
福
祉
医
療
費

の
受
給
資
格
へ
変
更
し
ま
す
。
特

別
な
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
償
還
払
い
の
方
法
は
？　
　
　
　

　

県
外
や
協
定
を
結
ん
で
い
な
い

医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
場
合

や
現
物
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、
償
還
払
い
と
な

り
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
　

保
険
診
療
の
一
部
負
担
金
を
医

療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払
い
、

後
日
、
福
祉
医
療
費
支
給
申
請
書

に
領
収
書
な
ど
を
添
付
し
て
、
市

に
助
成
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。　

●
対
象
者

　

平
成
22
年
10
月
１
日
以
降
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接

種
を
受
け
た
人
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
人

②
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
人

●
申
請
に
必
要
な
書
類

・
領
収
書

・
生
活
保
護
受
給
者
確
認
書
ま
た
は
市
民
税
の
非
課
税
証
明
書

・
接
種
済
証
、
母
子
健
康
手
帳
、
健
康
手
帳
の
い
ず
れ
か

・
本
人
確
認
書
類 

（
免
許
証
、健
康
保
険
被
保
険
者
証
な
ど
）

・
振
込
先
の
通
帳
（
申
請
者
名
義
）

・
印
鑑
（
認
印
可
）

〆 

４
月
８
日
㈮

も 

必
要
な
書
類
を
持
参
の
上
、
各
支
所
ま
た
は
市
民
サ
ー
ビ

　

ス
課
（
有
家
庁
舎
は
こ
ど
も
未
来
課
）
で
手
続
き
を
行
っ

　

て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

費
用
償
還
払
い
の
申
請
は

お
早
め
に

問 

こ
ど
も
未
来
課　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

　
南
島
原
市
奨
学
資
金
貸
付
制
度
は
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
の
子
ど
も
な
ど
で
、
学
習
意
欲
に
富
み
、
優
れ

た
資
質
を
持
ち
な
が
ら
、
経
済
的
な
理
由
で
修
学
が
困
難
な
学
生
に
学
資
を
貸
与
し
、
将
来
、
社
会
に
貢
献
で
き

る
有
能
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

平
成
23
年
度 

南
島
原
市
奨
学
生
募
集

問 

教
育
委
員
会 

教
育
総
務
課　
☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
８
０

　
市
は
、乳
幼
児
福
祉
医
療
と
し
て
、小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
に
対
し
て
医
療
費
の
一
部
を
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
23
年
４
月
１
日
診
療
分
か
ら
、
次
の
と
お
り
助
成
の
方
法
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　

４
月
１
日
か
ら
乳
幼
児
福
祉
医
療
が
変
わ
り
ま
す
！

問 

こ
ど
も
未
来
課　
☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
５
０

　
平
成
22
年
度
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
の
助
成

対
象
者
で
、
接
種
費
用
を
支
払
っ
た
人
は
、
償
還
払
い
（
払

い
戻
し
）
が
で
き
ま
す
。　

●申請受付・交付期間
　平成23年４月１日～平成24年３月30日
●助成内容
　利用券１枚につき３００円の割引
　（１年間に３６枚を交付）
　75歳に到達するなど、交付の要件を満たした人は、
　要件を満たした月から交付。
　（年度末までの月数に３枚を乗じた枚数）
　【例】 ５月に７５歳を迎えた場合 → ３３枚を交付

●22年度からの変更内容
・いつ手続きしても交付要件を満たした月分から交付する。
・年度途中に交付要件を満たした場合も交付対象とする。
・施設入所者も交付対象とする。

●集中受付期間の設定
　４月１日㈮～６日㈬（土、日を除く）
　その後は、支所・市民サービス課などで随時受け 
　付けます。
※交付対象など、詳細は３月中旬に配布するチラシをご
　覧ください。

　高齢者や障害者（児）対する「平成23年度福祉タクシー
利用券」の交付を４月１日から開始します。

問 福祉課 ☎０５０（３３８１）５０５１

※この事業は、新年度予算が可決成立した後、正式決定となります。


